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研究ノート

内部質保証の有効性に資するための外部評価の要件の検討
─ 私立大学を中心として ─

淑徳大学大学改革室室長代理　荒　木　俊　博

要　　約
大学は内部質保証システムを構築・運用するだけではなく、内部質保証そのものの有効性や客観性を自ら担保する
必要がある。本研究では、内部質保証の有効性に資する方法として、大学が自ら行う外部評価に着目し、私立大学４
校へインタビューを行い、内部質保証に資する外部評価の要件として、評価者の条件や人員、評価のありかたについ
て検討したものである。

１．はじめに

我が国の大学は、学校教育法109条１により、教育

研究や組織、大学運営、施設・設備などの大学の諸活

動に関して自ら点検及び評価を行い、７年に１回認証
評価を受審することが定められている。そして認証評

価は「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適

用するに際して必要な細目を定める省令」（文部科学

省　2016a）において、認証評価の大学評価基準とし
て共通して定めなければならないものが規定されてい

る。その一つに内部質保証にあたるものとして「教育

研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関するこ

と」があり、これが重点的に認証評価を行う項目とし

て位置づけられている（文部科学省　2016b）。このこ
とにより、大学は自己点検・評価をふまえた内部質保

証のシステムを構築し、自らが内部質保証の有効性や

客観性も担保しながら内部質保証に取り組んでいく必

要がある。

また、認証評価において、2018年度からの第３クー
ルでは、第２クールで確認がなされた内部質保証シス
テムが運用されていることを前提に、内部質保証の有

効性や内部質保証が適切であることを示す必要があ

る。大学自身が内部質保証の有効性や客観性を示すに

は、内部質保証システムを点検・評価することが不可

欠であるが、そのための方法やツール及び手段を何ら

か考え、内部質保証や自己点検・評価のあり方を点

検・評価していく必要がある。この方法例として大学

基準協会は自らの大学基準において「自己点検・評価

の客観性及び妥当性を高めるために外部からの評価を

取り入れるなどの工夫を講じることが必要」（大学基

準協会　2022）と外部評価の活用を挙げている。また
大学基準協会が全国の大学に2013年に行った第１回内
部質保証の調査結果によれば、内部質保証に実際に役

立つものとして、「外部の目」と回答した大学は全回

答457のうち、54（11.8％）であった。この外部の目は、
認証評価なのか、それとも別の外部の目線なのかは調

査結果のみからでは読み取ることは難しいが、内部質

保証に関して外部からの目線を活用している大学はあ

ると読み取ることができる。

しかし、大学基準協会が主張する内部質保証の土台

となる自己点検・評価の客観性を高めるような大学の

外部からの評価２（以下「外部評価」）に関する国内の

研究は少なく、対象を教育や教育プログラムに関した

事例報告や先行研究がいくつかみられる程度である。

例えば教育に関する外部評価として教養教育に対する

外部評価（池田　2005）、 教育学部に対する教育評価
（長谷川他　2018）、九州大学全学共通教育に対する評
価（押川　2000）、全国の86国立大学法人の評価担当
者 に教養教育「外部評価」の実施状況について調査
したもの（高野　2012）などがある。また内部質保証
を担保するための外部評価の機能を事例と法令文書か

ら外部評価の変化について論じたもの（荒木　2019）
や、第３クールの大学基準協会の認証評価の結果報告
書より大学の外部による評価の実態把握を試みた研究

（荒木・山咲　2019）がある。これらの外部評価に関
する事例報告は国立大学や教養教育について論じたも
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のと、評価報告書や政策文書から外部評価の流れや実

態の把握を試みたものであり、内部質保証システムに

おいて外部評価が機能するための要件や外部評価の適

切な方法と効果、有効性の検証について明らかにした

ものではなく、外部評価が内部質保証システムへどの

ように影響を与えているのかは不明瞭である。

２．本研究の目的・方法・対象

本研究は、私立大学において外部評価が内部質保証

の有効性や客観性に資するためにどのように外部評価

が行われているのか、内部質保証に資する外部評価の

要件とは何かを明らかにすることを目的とする。そこ

で、本稿でのリサーチクエスチョンは①外部評価は内

部質保証を有効性や客観性を担保するために機能して

いるのか、②①のための要件はどのようなものかを設

定する。

そこで私立大学を対象として、「内部質保証の有効

性に資するための外部評価」のインタビュー調査を行

い、大学が独自に評価者・ステークホルダーを選出

し、評価を受ける外部評価の要件・評価手法の実態か

ら、内部質保証の有効性や客観性に資する外部評価の

要件について検討を行う。

２–１．本研究の対象とする外部評価

大学内を内部、大学外を外部とするならば、有本の

「大学における評価を検討する上で、大学自らが行う

自己点検・評価は内部評価、第三者が行う認証評価は

外部評価とする枠組み」（有本　2003）や金子（金子　
2008）の大学評価に関して 1990 年代以降の大学評価
は第三世代に該当すると主張し、それらは大学ランキ

ングのような「市場型」、機関別評価や法人評価など

の「エージェンシー型」、私立大学等改革総合支援事

業や法人評価などの「達成度アセスメント型」の３分
類などから考えると、外部評価は対象・評価主体や大

学との関係３で大きく変わり、様々な外部評価の手法

が考えられる。本稿の対象の内部質保証の有効性及び

客観性を高めるために行う外部からの評価は、大学が

独自に行う外部評価であることから、外部の機関が行

う大学ランキングや認証評価ではなく、大学が外部の

有識者を招いて独自に実施する外部評価を取り扱うも

のとする。

２–２．インタビュー実施大学

本研究のインタビューは機縁法によって、外部評価

を実施している４つの私立大学の外部評価担当者・関
係者にインタビューを行った。各大学の概要は表１に
示す通りである。

２–３．インタビュー内容及び方法

本研究のインタビュー項目は、評価や外部評価の先

行研究から外部評価の①取り組んだきっかけや目的、

②外部評価の概要、③外部評価委員、④実施状況、⑤

外部評価の活用の５項目を設定した。これらの設問の
関係は図１に示すように外部評価の概要は外部評価委
員と実施に分けている。これは本研究では外部評価委

員の役割や効果などに着目しているためである。

このインタビュー項目については、それぞれ設問を

いくつか設定した。各項目の設問内容は表２に示す。
これらのインタビュー項目及び設問は、事前にイン

タビュー先の外部評価担当者あるいは外部評価を担う

関係者に送付のうえ、３大学へは双方向型のオンライ
ンでの半構造化インタビュー、１大学は事情により
メールでのインタビューを実施した。オンラインイン

表１　インタビュー先大学

Ａ大学 Ｂ大学 Ｃ大学 Ｄ大学

設置形態 私立 私立 私立 私立

大学規模 中規模 中規模 大規模 小規模

直近の受審した認証
評価機関

日本高等教育評価
機構 大学基準協会 大学基準協会 大学基準協会

図１　外部評価のインタビュー項目関係図
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タビュー内容は逐語録を作成し、それをもとにインタ

ビュー分析を実施した。

３．インタビュー及び分析結果

本項では、外部評価の実施について、インタビュー

した５項目にそって、インタビュー結果をとりまと
め、分析を行う。

３–１．外部評価のきっかけや目的

大学の外部評価は1998年の大学審議会の答申（文部
科学省大学審議会　1998）において「大学の組織及び
各教員がその活動状況を公表した上で自己評価を行う

ほか、学生の評価などを求めるとともに、学内だけで

なく卒業生が働いている職場や社会など外部の意見を

聞いて、その後の授業の改善に役立てることが有効で

ある。」と自己点検評価の実質化と教育の質向上のた

めに外部評価の位置づけが盛り込まれ、大学設置基準

の改正によって、外部評価に関する規定がされてい

た。しかし、2004年の第三者評価、いわゆる認証評価
の導入により、その規定は削除され、大学独自の外部

評価については2022年度時点で法的な根拠はない。近
年、私立大学では2016年度・2017年度の私立大学等改
革総合支援事業、2018年度以降の教育の質に関わる客

観的指標において、３つの方針の点検・評価の中で外
部の参画を問われており、これを外部評価の実施を求

めていると解釈することがある。なお、2022年時点の
教育の質に関わる客観的な指標の設問の１つに「卒業
の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）、教育

課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポ

リシー）及び入学者の受入れに関する方針（アドミッ

ション・ポリシー）の３つのポリシーを踏まえて、大
学等の取組の適切性にかかる点検・評価（学外の参画

を得ている）のサイクルを確立し実施していますか。」

があり、学外を「都道府県や市区町村、又は商工会や

企業等に所属する者とする。また、当該学校法人の役

員又は教職員である者は該当しない。なお、他大学等

（他の大学、短期大学、高等専門学校）や認証評価機

関による点検・評価は該当しない。」４と定義してい

る。このように大学は外部評価の実施のきっかけにつ

いて、法令あるいは補助金などの政策誘導といった背

景が考えられる。

インタビューした４大学は外部評価をいつ、なぜ実
施したのであろうか。インタビューした４大学では、
外部評価を始めた年度は古い大学で2007年度、2008年
度（準備、実施は2009年度）、2014年度、2019年度と
幅広い。また外部評価を始めたきっかけは①内部質保

証の再構築、②当時の学長の考え、③認証評価への備

表２　インタビュー項目

分類 質問

外部評価のきっかけや目的 ①　貴学では外部評価について、いつから実施されているか
②　当初はどのようなきっかけ・目的で外部評価を実施されたか
③　現在、外部評価はどのような目的で実施されているか

外部評価の概要 ①　外部評価はどのような実施体制か　（委員会形式、外部独立形式、
大学の自己点検・評価委員会の一部など）

②　外部評価はどのぐらいの頻度で開催されているか
③　外部評価の組織の体制はどのようになっているか
④　外部評価はどの部署が所管しているか

外部評価委員 ①　外部評価委員は何名か
②　どのような人が外部評価委員になっているか
③　外部評価委員の選出基準
④　評価の専門委員の有無
⑤　各評価委員（立場）にどのような役割を期待しているか
⑥　外部評価委員に求められる条件や求められる能力や知識

外部評価の実施 ①　外部評価は準備から実施までどのような流れで実施されているか
②　外部評価の議題は誰が設定しているか
③　外部評価実施はどのようにしているか③外部評価は大学の教育研
究等活動のどこ　（ニーズ、プロセス、アウトプット、アウトカム、
教育の質保証、中期計画など）に関わっているか

外部評価の活用 ①　外部評価の結果はどのように活用されているか
②　外部評価によって改善した事項や成果は何か
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え、④地域からの評価の必要性といった回答があっ

た。なお、内部質保証の充実といっても、外部評価が

内部質保証の有効性や客観性を担保するためであると

いう理由があまり強くない回答もあった。例えばＢ大
学では下記の回答があった。

内部質保証体制の再構築。なぜ外部評価という

と、深い意味はなくて、第３期認証評価であった
り、外部評価をやったほうがいいぞというのを聞

いた人がいて、そこに深い思いなどはあまりない。

認証評価の備えについては、外部評価を認証評価と

同じ基準や評価の観点で行うことにより、プレ認証評

価といった位置づけを意味している。また地域からの

評価の必要性はＤ大学から「地域に根差す大学として
理念に向かって大学運営がなされているかどうか、地

域社会の有識者に評価していただくことが本学にとっ

て望ましいのではないか」という回答であり、地域と

大学との関係性や大学の位置づけの理解を深めるため

に外部評価を実施しているケースもある。

それでは現在は、外部評価はどのような目的で実施

されているのであろうか。ほとんどの大学では自己点

検・評価の結果を客観的に検証する、内部質保証の充

実、中期計画の点検といったものが挙げられている。

なお、外部評価の実施ペースは、外部評価を認証評価

のプレ評価と捉えている一面としている場合として認

証評価の受審前に実施する大学が２大学あるが、毎年
実施する大学もあった。

今回のインタビュー結果においては、大学が独自に

行う外部評価は、大学設置基準の改正時がきっかけや

私立大学等改革総合支援事業や教育の質に関わる客観

的な指標といった補助金から発端で実施されたもので

はなく、自己点検・評価や内部質保証の充実をし、さ

らに地域社会からの評価といった側面もあり、大学の

内部質保証や教育研究の質の向上や地域での役割に資

するように大学は捉えていることがインタビューより

判明した。

３–２．外部評価の概要と実態

次に大学ではどのように外部評価が行われているの

かについて検討を行う。本設問「外部評価の概要と実

態」は特に外部評価の組織に着目して設問を設定し

た。まず外部評価の実施体制である。岩淵（2017）に

よると自治体の外部評価では、委員会型や独立型など

様々な実施組織があるとしている。一方、大学では自

己点検・評価を所管する委員会や内部質保証を推進す

る組織など様々な組織があるため、外部評価の実施体

制や実施形式について委員会・外部独立５・大学の自

己点検・評価委員会の委員（一部）として参画するの

かを問うた。今回は、全ての大学で委員会形式ととっ

ており、内部質保証を推進する組織から特定のテーマ

に対して意見をほしいという諮問をするための外部評

価委員会や、外部評価委員会には学内構成員は入るこ

とはなく事務局のみが関与する独立に近い形での外部

評価委員会を組織している大学も見られた。

外部評価の開催頻度については、年１回のみ委員会
を開催する大学、年に数回行う大学がある。なお、年

数回行う大学では、議題の設定からデータの収集、評

価まで時間をかけて行い、外部評価委員会に自立性・

独立性が見られるものであった。なお、外部評価の所

管組織は、全ての大学で自己点検・評価や内部質保

証、あるいは企画を担う部署が担当していた。

外部評価の概要、特に組織については、自治体の外

部評価のように委託や独立性があるものではなく、大

学が主体的あるいは何らかの関わりを持つ委員会形式

で実施しており、内部質保証の目的にも関係する所で

あるが、内部質保証や自己点検・評価を担う、あるい

は中期計画を所管する部署が実施していることから、

内部質保証と外部評価の関係性が強いことが考えられ

る。

３–３．外部評価委員の実態

本項では大学の内部質保証の有効性や客観性を担保

するために、どのような立場の人が外部評価委員に

なっているのか、外部評価委員の実態について検討を

行う。インタビューであがったのは、外部の有識者と

して、大学の教育課程の実習先の施設の長、経済界の

関係者、大学が所在する地域の関係者、大学・大学院

の卒業生、領域に特化した人材（教育・メディア）な

どであった。（表３）
また、近隣の他大学の教員や職員と回答した大学が

A大学、Ｂ大学であり、特にＢ大学は外部の有識者は
他大学の職員２名＋企業１名と、外部評価委員の中で
大学関係者のほうが多い大学もみられた６。この理由

としてＢ大学ではテーマによって外部評価委員を選出
し、学生支援の取り組みをみてもらうために他大学の
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職員がいいのではないかという話から他大学職員など

に依頼を行ったケースのためである。これらの外部の

有識者としての外部評価委員は、大学とのステークホ

ルダーである場合がほとんどである。また外部評価委

員の選出基準については、ほとんどの大学では、規定

に定めている、規定により学長が候補者を推薦として

いる。Ｃ大学では次のようなコメントがあった。

地元から学生がくるので、地域は大事で、地域は

教育だが、ターゲットとなる高校の校長先生など

に入ってもらっている。

このように外部評価委員はどのような人がなってい

るのかは、その外部評価委員のテーマあるいは教育や

募集と関係あるステークホルダーを中心に選出される

ケースがみられた。

なお、外部評価委員で教員や職員については、認証

評価機関での評価委員の経験者や高等教育を専門とす

る先生、所属機関で大学評価等を担っている教員であ

り、大学は外部評価委員において評価に知見がある、

あるいは専門家としての役割を期待し、評価の質の向上

や評価の推進や遂行を期待していることがうかがえる。

それでは、外部評価委員にどのような役割を期待し

ているのだろうか。４つの大学での共通の回答は、「大
学内部では気づきにくい視点から様々な助言をもらう

こと」であるが、他には、評価者の経験がある人に根

拠資料の必要性や評価書類の書き方について指導して

もらうという目的や、ある地域の要となっているＣ大
学では教育への指摘と要望を頂くことも含め、各ス

テークホルダーとの信頼と支援の好循環を構築するこ

とであった。つまり外部評価は、大学の評価活動を通

じて教育等の改善を行うプロセスから地域やステーク

ホルダーとの関係性強化という目的も含んでいるもの

と考えられる。

最後に外部評価委員に求められる条件や能力・知識

についてである。出てきたキーワードとして、表４に
示す。

この役割として、逐語録よりキーワードを抽出し大

学・評価・個人と３つに分類を行った。まず大学関連
とは大学の理解である。個々の大学だけではなく現在

の大学教育への理解を外部評価委員求めている大学も

あった。外部評価委員が受けてきた大学教育は過去の

表３　外部評価委員の構成

Ａ大学 Ｂ大学 Ｃ大学 Ｄ大学

経済界・企業 　 ○ ○ ○

地域・行政 　 　 ○ ○

実習先施設関連 ○ 　 　 　

教育関係 　 　 　 ○

メディア関係 　 　 　 ○

卒業生 　 　 ○ ○

他大学教員 ○ 　 　 　

他大学職員 ○ ○ 　 　

大学在職経験者 　 　 ○ 　

表４　外部評価委員への期待する役割

大学関連

・個々の大学や大学教育への理解

・大学に気持ちを持ってもらえること

・大学の（その地域での）役割への理解

評価関連 ・評価経験（例えば認証評価）

個人の資質・
能力等

・一定の度胸

・忖度をしない事

・職業背景から俯瞰して、意見や指摘を出せる

・積極性
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ものであり、今の大学教育を理解していただきたいと

いうものである。次の大学の役割について、地域の中

で大学がどのような役割を担っているのかを理解して

ほしいというものである。また評価関連は、外部評価

を円滑に進めるだけではなく、外部評価を認証評価に

準じる、つまり認証評価を外部評価のプレ評価と実施

する場合は評価経験が必要になるものである。最後に

個人の能力について、積極性、度胸や忖度をしないな

どから、毅然とした意見を出していただきたいという

背景が垣間見えるものである。

外部評価委員について、企業やステークスホルダー

だけではなく、他大学の教職員や大学勤務の経験者も

外部評価委員に入っているケースがみられた。役割と

しては、他大学ならではの視点だけではなく、評価を

円滑に進めるための役割を期待しているものであるこ

とが確認できた。また外部評価委員に求める能力とし

て、知識などではなく、外部評価の中で積極的に意見

を出す人を求めていることがわかった。

３–４．外部評価の実施

ここまで外部評価の目的や外部評価委員の実態をみ

てきたが、それではどのように外部評価は実施されて

いるのだろうか。そこで続いて外部評価の流れと実施

について実態をみていく。外部評価の流れについて

は、４大学でのインタビューでは、年１回実施するス
ポットのような評価（以下「スポット評価」）か長期

的に実施する評価の流れがあった。前者のスポット評

価の流れについて、インタビューしたＢ大学の例を図
２に示す。

大学で自己点検・評価報告書作成は、①定期的に実

施している自己点検・評価結果を活用する場合、②外

部評価のための報告書を作成があったが、報告書では

なく根拠資料のみという大学もあった。また、長期的

に外部評価を実施するＣ大学の流れを図３に示す。

Ｃ大学の外部評価の流れは、数回外部評価委員会を
行い、知識のインプット、評価のためのヒアリング、

評価と長期間で実施していることが特徴である。図２
の２回のヒアリング調査では学生インタビューや企業
訪問をすることもあり、様々な手法で外部評価を実施

している。

それでは、この外部評価はどのように議題、もしく

はとりあげるテーマを定めているのだろうか。認証評

価では内部質保証から教育、募集、学生支援、大学運

営などを幅広い領域にあたって実施しているが、外部

評価で全ての領域について評価を受けることは時間や

労力の制限から難しいと考えられる。今回のインタ

ビューではＡ・Ｂ・Ｃの３大学は評価を担う事務局の
関与があり、Ｄ大学は学長が議題を設定している。
最後に外部評価はどこをみているか、何をみたいの

か、何を評価するのかである。例えばロッシらによっ

て提唱されたプログラム評価の理論では、プログラム

のニーズ評価、セオリー評価、プロセス評価、インパ

クト・アウトカム評価、プログラムの効率性評価から

なり、プログラム評価では１つあるいは複数をみるこ
とがある。大学の外部評価で評価する対象は教育プロ

グラムだけではなく、学生支援や中期計画についても

想定できるため、本インタビューではセオリー評価を

除き、一部関連した事項として教育の質保証や中期計

画なども加えて、ニーズ、プロセス、アウトプット、

アウトカム、教育の質保証、中期計画などの観点から、

各大学はどのような外部評価の観点があるかを聞い

た。（表５）
表５をみると、教育の質保証以外にも内部質保証の
ために教育のアウトプットやアウトカムを評価しても

図２　外部評価の流れ①

図３　外部評価の流れ②
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らう大学や、大学の地域での役割を評価する大学では

ニーズ評価を実施しているケースも見受けられる。

３–５．外部評価の活用

最後に外部評価の活用や成果について、各大学のイ

ンタビュー結果をまとめる。Ａ大学では外部評価の結
果は学内の会議体（教授会など）で報告されるほか、

自己点検・評価委員会では改善が必要な点について各

部局に指示を出している。また自己点検・評価は毎年

実施しているため、毎年度、改善の進捗を確認してい

る。続いてＢ大学では、外部評価のアドバイスはその
まましかるべき部署で検討するようにと内部質保証推

進体制で指示しており、単年度の中期計画の事業計画

をつくるときにも参考にしている。Ｃ大学は、外部評
価報告書は大学のホームページにおいて公表し、次年

度点検・評価委員会において各部局に対して、 改善報
告書を提出するようにしている。なお、改善について

足りないところは内部質保証委員会によんで、話を聞

くこともある。Ｄ大学では外部評価委員からの意見等
について、関連する学科・部署等が事業計画等に反映

させ、特色の伸長や課題改善を行う。

最後に外部評価によって改善した事項として、各部

局と役割の明確化や内部質保証体制の見直し、地域活

動への提言による入試活動の拡充などがある。また指

摘事項に留まっており、今後の課題としてプレFD実
施、非常勤講師向けのFDの実施、カリキュラム・
マップ上におけるDPと科目の対応関係の表現方法、
自己点検・評価への学生参画、障害学生支援、リカレ

ント教育の充実などがあった。

外部評価結果の活用について、内部質保証や自己点

検・評価を関連して外部評価での指摘事項から大学の

教育研究等の改善に活かしていることは確認出来た

が、内部質保証の有効性や客観性に関しては１大学の
みであったことから、外部評価は大学の諸活動の改善

を図り、内部質保証活動やシステムではなく、教育研

究の質向上を図ることが主目的となっているケースが

４大学の中では多かった。

４．外部評価の考察と課題

本項のリサーチクエッスションは①外部評価は内部

質保証を有効性や客観性を担保するために機能してい

るのか、②①のための要件はどのようなものかを設定

することにある。今回のインタビュー結果から、これ

らについて考察を行う。

外部評価は内部質保証の有効性や客観性を担保する

ものかは、インタビューした４大学では、内部質保証
そのものの見直しを行った大学は１大学のみであっ
た。この大学では外部評価は時間をかけて実施してお

り、大学の内部質保証や教学マネジメントの理解を深

める回を設けるなどを実施するといった工夫をしてい

る。しかし、他の大学では、教育や学生支援、地域か

らの評価が主であり、内部質保証そのものの有効性や

客観性を主眼としたものではなく、教育等の質向上が

外部評価の機能である。また２大学では地域・行政か
らの外部評価委員を入れることで地域からみた大学の

あり方や機能、そして評価について実施を行い、大学

への理解と価値を高めることが実施されており、外部

評価には内部質保証、教育等の各種取り組みの向上、

地域からの理解と評価の３つの機能があることが示唆
された。

つづいて、外部評価の要件であるが、まずは外部評

価委員について着目したい。外部評価委員には、委員

会内で忌憚のない意見を述べることを求めており、そ

のための態度は外部評価委員にとって不可欠である。

また外部評価を円滑に実施するためには、大学や高等

教育の理解も不可欠である。そのための方法として、

他大学の教職員、特に高等教育を専門としている、あ

表５　外部評価の観点

Ａ大学 Ｂ大学 Ｃ大学 Ｄ大学

ニーズ 　 　 　 ○

プロセス 　 　 　 ○

アウトプット 　 　 ○ 　

アウトカム 　 　 ○ ○

教育の質保証 ○ ○ 　 ○

中期計画 　 　 ○ ○
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るいは認証評価機関での評価委員の経験があるといっ

た委員を外部評価委員する方法、長期的に外部評価委

員会を開催して必要な知識、例えば内部質保証や大学

の今の教育研究について知っていただく機会を設ける

ことが考えられる。続いて外部評価の組織はいずれの

大学も委員会体制で実施しているが、ほとんどの大学

で事務局が支援をしており、外部評価委員会の実施に

は事務局の支援が不可欠であるのと同時に担当部署は

評価や内部質保証、あるいは教学マネジメントを担う

部署であることが望ましい。これは、外部評価はやっ

ただけではなく、外部評価そのものがPDCAのＣの
チェックやＡのアクションに該当するため、きちんと
PDCAサイクルをまわし、外部評価での指摘事項にも
とづいて検討や実施をするためである。

最後に本研究の課題をまとめたい。本研究は４私立
大学に外部評価の実施についてインタビューした結果

であり、国公立をふまえていないことや、他の私立大

学にまで範囲を広げて調査分析を行っていない。その

ため、今後は本研究をもとに外部評価の実態把握と効

果について、大学に対してアンケート等を活用した量

的調査やさらなるヒアリング等の質的調査を行う必要

がある。

また本稿は、外部評価の目的や役割及び実態、外部

評価委員の実態や求められる役割や能力、活用や成果

についてインタビューをもとに明らかにしたものであ

り、外部評価は内部質保証の有効性や客観性に資する

ための要件については、さらなる検討が必要であり、

今後の課題としたい。

附　記

本研究は科研費22H04025「内部質保証の有効性に
資する為の外部評価の研究」の成果一部である。

注
１　第百九条　大学は、その教育研究水準の向上に資するた
め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教
育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項及
び第五項において「教育研究等」という。）の状況につ
いて自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するもの
とする。

２　行政や自治体、初等・中等教育における外部評価は多く
の事例や知見が発表されている。ここでは大学が内部質
保証の客観性等を担保するために独自におこなう外部評
価を示すこととする。

３　自治体では外部評価が実施されているが、その手法とし
て「有識者によって構成される委員会形式の「委員会型
外部評価」、政策の意思決定機関あるいは政策執行機関
をスポンサーとする「委託型外部評価」、政策の意思決
定機関あるいは政策執行機関からいっさいの権限の付与
と資金の提供をうけない「独立型外部評価」（岩淵　
2007）と外部評価の方法はいくつかに分類できる。

４　この定義は私立大学等改革総合支援事業での同様の設問
からほとんど変わらないものであるため、最新の定義を
紹介する。

５　外部独立は大学からの委託によって実施することを示
す。行政では委託型外部評価をよばれる方式である。

６　インタビューの中では、「補助金の項目でいうとクリア
できていない」というコメントもあり、Ｂ大学では外部
評価は補助金とは切り離して実施している。
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